


図面番号

1 請負契約書 1

2 Ⅱ-11 2

3 Ⅱ-12-6 3

4 Ⅲ-5-2)-(3) 4

5 Ⅳ-1-1)-(3) 5

質　疑　回　答　書

件名：　滋賀医科大学建物、電気設備及び機械設備等保全業務

回答質疑

第11条「発注者は、受注者の業務要員が業務の実施上負傷し疾病にかか
り、又は不具・死亡に至ってもこれに対して補償等一切の責任を負わないも
のとする」とあるが、発注者側に責任がある案件については、「補償等に係
る協議を行う」と変更できないでしょうか。

点検の省略について、外灯の上部など高所作業も(7)その他に該当すると
考えて宜しいでしょうか。

各年度の年度報告書（年報）を作成し、翌年度4月末までに提出すること。
契約期間の最終年度の年報については、当該年度末までに提出すること。
とあるが、3月31日24時までのデータを集計し整えるため、翌年度4月初旬
に提出が遅れますが宜しいですか。

「この業務の従事者として、液酸タンクの保安監督者を選任すること」とある
が、弊社で保安監督者を選任することは法的に出来ず、選任出来ませんが
宜しいですか。（根拠：健政発第98号平成5年2月15日【最終改正】医政発
0805第8号令和2年8月5日　記以下　第三の７（１）ウ　高圧ガス保安法の規
定により～以下）

別紙2-1-3とあるが、みあたらず、該当の別紙はありますか。

変更しない。但し、発注者側に責任がある場合は、第23条により、双方協
議の上これを解決するものとする。

該当しないものとする。

宜しい。

宜しい。ただし管理担当責任者を選任すること。管理担当責任者の選任
にあたっては医療ガス保安管理技術者（医療用ガス供給の保安点検業
務従事者研修）講習会課程修了者とすること。なお、管理担当責任者は
医療ガス設備保守点検業務担当責任者を兼ねることができる。

別紙１のとおり変更とする。

1 滋賀医科大学施設課



図面番号 回答質疑

6
Ⅳ-1-4)-(3)

の１
6

7
Ⅳ-1-4)-(3)

の２
7

8 Ⅳ-14-3) 8

9
Ⅳ-14-1)-
(5)-ウ)-(イ)

9

10 Ⅳ-17 10

11
Ⅳ-18、19、

20
11

「仮設電源工事」は、建設工事であり、法規上業務委託とは切離すべきと思
慮しますが可能でしょうか。

「・・なお、仮設電源の不備による付加設備および内容物の損傷、破損、遺
失などに関しては損害を補償すること」との記載がありますが、送電先の付
加設備や施設の電気設備にも経年劣化等により、電源の入切だけでも故
障発生の可能性があります。その場合の損害補償また逸失利益・知的財
産等の補償は負担が大きい為、受注者による誤送電や施工不良等を除き
保証上限を仮設費用（予算提出見積り額）までに出来ないでしょうか。

別紙2-14-3の、12条点検対象建築物に機能強化棟が含まれていないが宜
しいですか。

建築保全業務共通仕様書（令和5年度版）第2編第2章第3節2.2.6とあるが、
2.3.6で宜しいですか。

自家発電設備点検について、D点検以外の点検は何を指すのでしょうか。

Ⅳ-18、20の機器の運用開始は令和6年度、Ⅳ-19の機器の運用開始は令
和7年度からでよろしいか。

自家用電気工作物の保安点検に伴い、仮設電源の設置業務は必要不
可欠な事項であり、停電の作業手順と密接に関わっている内容のため本
業務内とする。また別紙２のとおり変更とする。

本仕様書Ⅳ-1-4)-(3)は変更しない。但し、受注者の責でない損害の補償
については協議するものとする。

棟番号１１「医学部附属病院本院」に含まれている。

宜しい。

C点検です。

機器自体の運用は全て令和６年度からとする。19.プレート式蒸気温水製
造ユニットの保守点検は令和７年度からとする。

2 滋賀医科大学施設課



図面番号 回答質疑

12 Ⅴ-5-5)-(2) 12

13 別紙0-2-g 13

14 別紙1-1-3 14

15
別紙2-1-1
区分2.2.19
画体-2)

15

16

別紙2-1-1
区分2.2.19
機能点検-

2)

16

17 別紙2-3-1 17

18 別紙2-5-1 18

別紙3-5-2で指定する昇降機とは、別紙3-5-1で遠隔装置[有]と書かれて
いる昇降機と言う考え方でよろしいか。

常駐場所について、「附属病院防災監視室」とあるが、「中央監視室」で宜
しいですか。

低圧配電盤の漏洩電流測定が1/週とありますが宜しいですか。

高圧進相コンデンサー膨張の許容値が100kVAを超える：3mmとあるが、
30mmで宜しいですか。

2)内部抵抗を測定する。とあるがコンデンサーは放電抵抗測定になります
が宜しいですか。

D病棟貯湯槽№1、2の過熱コイル抜き取りは、年1台でよろしいですか。2-
3-1-P７

附属病院22)ACU301 ～25)ACU303 はブラインチラーのため、水抜き不要
として宜しいか。

宜しい。

宜しい。

宜しい。

宜しい。

宜しい。別紙３のとおり変更とする。

仕様書記載のとおり内部抵抗測定は実施しない。

D病棟貯湯槽No.1、No.2の加熱コイルの抜き取りはそれぞれ年1回とし、
合計年2台とする。

3 滋賀医科大学施設課



図面番号 回答質疑

19 別紙2-19-1 19

2)-(2)ガスストレーナの清掃は1/月と頻度が多いが回数は宜しいでしょう
か。

別紙2-20-1　簡易ボイラー保守点検業務内容のガラスストレーナーの清
掃は1回/月とする。別紙4を参照とする。

4 滋賀医科大学施設課
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      ・集積方法：本学が指定する方法 

 

Ⅳ．保守点検業務 

 １．電気設備の保安点検業務 

   この業務については、以下に基づき適正に履行すること。 

  １）業務内容等 

   （１）この業務は、別紙２－１－１に基づく点検及び測定を受注者が選任した電気主任技術

者のもと、本学施設課担当職員の指示により行うこと。なお、別紙２－１－１に示すA

欄に〇を付している項目は毎年、B欄に〇を付している項目は３年に１回、点検及び測

定を行うこと。 

   （２）この業務の実施時期や停電時間については次のとおりとすること。 

     ア）特別高圧受変電設備は、毎年11月に１日又は２日で計画すること。 

     イ）高圧配電盤室及び各電気室は、毎年10月の第３及び第４、及び11月の第１の土日の

６日間で計画すること。計画にあたっては、校舎系と第８電気室を除く病院系、及び

第８電気室を分け、更にそれぞれを商用系統と発電系統に分けること。各建物の停電

時間は４時間とし、新手術棟（第８電気室）については２時間を基本とする。 

（注）発電系統とは、単線結線図において非常用発電機が接続されている系統。 

   （３）該当の場所及び設備は、次の表によること（詳細は別紙２－１－１、別紙２－１－

２、別紙２－１－４及び別紙２－１－５（特高点検）を参照）。 

設備名称 設備名称 

受変電設備 中央機械棟 特別高圧受変電設備 

中央機械棟 高圧配電盤室 

中央機械棟 所内電気室 

総合研究棟 電気室 

臨床研究棟 電気室 

附属病院 第１～第４、第６～第８電気室、新第５電気室 

動物生命科学研究センター 電気室 

廃水処理施設 電気室 

看護学科校舎 電気室 

非常用発電機設備 中央機械棟（1500kVA×２）  

実験実習支援センター屋外（500kVA×１）  

太陽光発電設備 図書館（10kW） 

基礎講義実習棟（50kW） 

   （４）別紙２－１－４については、実情による仮設を実施すること。 

   （５）この業務の履行については、本学施設課担当者の指示によること。 

   （６）この業務に必要な電気設備の単線結線図、電気室平面図及び設備台帳は、受注者にて

常に更新を行い、最新版を使用すること。 

   （７）この業務のうち、受変電設備の保安点検業務担当責任者は、第３種電気主任技術者以

上の資格を有する者を選任すること。 

sdenki1
テキストボックス
別紙１
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   （８）遮断器引出レバー及び断路器操作棒は備え付けのものを貸与する。 

   （９）この業務対象設備の予備品・付属品として表示灯用蛍光管、ヒューズ等は支給する。

支給する予備品・付属品は、在庫管理を行い、使用量等を報告すること。 

   （10）停電時のこの業務に使用する電力・用水は、受注者が準備し、負担すること。 

   （11）停電に伴う点検用電源を除く実験用機器等への電力供給に必要な設備類、それに必要

な燃料及び設置にかかる費用は、受注者が負担すること。 

      また、本学関係部署等への仮設の要望確認及び案内配布を行うこと。 

  ２）業務従事者等 

    この業務の業務従事者として、第２種電気工事士以上の資格を有する者を選任すること。 

  ３）記録・報告 

   （１）業務の履行の確認及び報告 

      この業務中に発見した不具合などで、通電後に確認できなくなる部分があるときは速

やかに本学施設課担当者に報告すること。 

   （２）業務完了後は、次の書類等を各２部提出すること。なお、書式については受注者の業

務報告書によること。 

      ・点検及び保守結果報告書 

      ・試験成績書 

      ・計測記録 

      ・仮設電源設置状況図 

   （３）業務中の写真は日付が確認できるものとし、随時撮影し、整理のうえ１部提出するこ

と。 

   （４）インピーダンスマップの作成し、整理のうえ３年に１度、１部提出すること。 

   （５）高圧ケーブルの劣化診断を毎年実施のうえ、３年間ですべての幹線の診断すること。

なお、不具合の兆候が見受けられるときは、翌年も継続して該当ケーブルを診断するこ

と。 

   （６）電気室の新設・改修の都度、保護協調の検討を行うこと。また、本学構成員に対する

保安教育、保安に関する訓練を実施すること。 

  ４）その他 

   （１）この業務において停電をしなければ点検できない作業は、本学施設課担当者と協議

し、決定すること。停電をする日の60日前に停電作業計画書を提出すること。 

   （２）業務中に発見した軽微な故障については、可能な限り復旧すること。 

   （３）点検に際する仮設電源工事の設置に伴う要望調査、仮設電源の設置、送電確認、負荷

設備の稼働状況を確認すること。なお、仮設電源の不備による付加設備および内容物の

損傷、破損、遺失などに関しては、損害を補償すること。 

   （４）やむを得ない理由により絶縁抵抗測定ができない場合又は絶縁抵抗測定ができない無

停電電源等であっても、活線メガー測定器などを利用し測定すること。 

 

 ２．受水タンク及び高置タンク保守点検業務 

   この業務については、以下に基づき適正に履行すること。 

kikai02
テキストボックス
別紙2
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 区分 

 
  項目 

 
     業務内容 Ａ

 
Ｂ 

 
  備考 

 
 
 
 
2.2.18 
乾式・モール
ド変圧器、乾
式直列リアク
トル等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.19 
高圧進相コン
デンサー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.20 
計器用変成器
（計器用変圧
器、変流器， 
 
 

 
総合点検 
 
 
外観点検 
 機器 
 接続部 
 接地線 
  配線 
 
 
 温度計 
 
 
 
 耐震・防振 
 装置 
 鉄心、巻線 
 等 
 
 
 
  絶縁体 
 
 
  冷却ファン 
 
機能点検 
 
 
外観点検 
 機器 
 接続部 
 接地線 
  保護接点等 
 
 
 
 画体 
 
 
 
 
 
 
 ＰＣＢ 
 
機能点検 
 
総合点検 
 
 
外観点検 
 機器 
 接続部 
 

 
１）保護装置又は警報接点があるものは，
  作動が正常か点検する 
 
（ＴＲ，ＳＲ，ＤＲ） 
2.2.1による。 
2.2.1による。 
2.2.1による。 
１）端子，配線の過熱，変色等の有無を点

 検する。 
 
１）運転状況，周囲温度から指示値が適正

 であることを確認する。 
２）温度計の汚損，損傷等の有無を確認す

 る。 
１）固定の状況・ゴム，スプリング等の劣

化の有無を点検する。 
１）鉄心、クランプ等の破損、発錆等の有

 無を点検する。 
２）巻線の間隔等のずれの有無を点検する。
 
 
１）ヘアクラックの有無を点検する。 
２）タップ切換え装置の異常の有無を点検

 する。 
１）冷却ファンの回転状況を確認する。 
２）フィルターが有る場合は清掃する。 
１）保護装置又は警報接点があるものは，

 作動が正常か点検する 
 
（ＳＣ） 
2.2.1による。 
2.2.1による。 
2.2.1による。 
１）保護接点の汚損，損傷，摩耗，緩み等

 の有無を点検する。 
２）保護接点の作動が正確か点検する。 
 
１）ふくらみ等の異常がないか確認する。
２）函体の膨張の有無を点検する。許容値

（片側）は次による。 
   ３０ｋＶＡ以下：１５mm 
   ５０ｋＶＡ以下：２０mm 
  １００ｋＶＡ以下：２５mm 
  １００ｋＶＡ超える：３０mm 
１）ＰＣＢ該当機器の場合は表示があるか 
点検する。 
１）静電容量を測定する。 
２）内部抵抗を測定する。 
１）関連機器，保護継電器との連動試験を

 行う。 
 
（ＶＴ，ＣＴ，ＺＣＴ） 
2.2.1による。 
2.2.1による。 
 

〇
 
 
 
 
 
 
○
 
 
○
 
○
 
○
 
○
 
 
 
 
○
○
 
○
○
○
 
 
 
 
 
 
〇
 
〇
 
○
○
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〇 
 
 
 
 
 
 
○ 
 
 
○ 
 
○ 
 
○ 
 
○ 
 
〇 
 
 
○ 
○ 
 
○ 
○ 
○ 
 
 
 
 
 
 
〇 
 
〇 
 
○ 
○ 
 
 
 
 
 
 
 
〇 
〇 
〇 
 
 
 
 
 
 

 
〇異常がある場合は調
 整える。 
 
 
 
 
 
○過熱、変色等がある 
場合は原因を調査す 
る。 
 
 
○損傷等がある場合は
 修理する。 
○異常がある場合は交
 換する。 
 
 
○ずれ等がある場合は
 製造者等により修理
 する。 
 
○異常がある場合は修
 理する。 
 
 
○異常がある場合は調
 整する。 
 
 
 
 
 
 
 
○異常がある場合は調
 整する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○異常がある場合は調
 整する。 
 
 
 
 
 

kikai02
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別紙 ２－20－１ 

 
簡易ボイラー 保守点検業務内容 

１） 対象機 

 

      

 

   

 

２） 点検内容 

（１）日常点検（点検回数１回/日） 

 ア）供給ガス圧力は正常か確認 

 イ）給水タンク水面の確認。（水面制御範囲であること） 

 ウ）軟水器の運転中の通水圧力を確認。（軟水装置の使用可能圧力範囲内であること） 

 エ）軟水の硬度リークがないことを確認。（青色であること） 

 オ）主バーナの着火、消炎状態の確認。（着火遅れや残火のないこと） 

 カ）燃焼状態に異常がないことを確認。（発煙や振動燃焼がないこと） 

 キ）運転初期ドレン還水の系外排出。（ドレン回収時は回収開始後2～3時間実施） 

 ク）ボイラ水のpH値が正常か確認。（pHは11.0～11.8であること） 

 ケ）ボイラ停止時主蒸気弁を閉める 

 コ）水面計・水柱管のブロー操作の実施 

（２）日常点検（点検回数１回/月） 

 ア）ガラスストレーナの清掃。（スラッジ有無の状態確認） 

 イ）給水ポンプストレーナ分解・清掃。（スラッジ有無の状態確認） 

 ウ）自動ブロー装置のストレーナ清掃。（スラッジ有無の状態確認） 

 エ）フレームアイ受光面の清掃実施 

（３）適宜点検 

 ア）清缶剤の補充。 

 イ）塩の補充＆ブリッジ化のチェック 

 ウ）薬注ポンプ動作チェック 

 エ）ボイラ保缶状態のチェック 

（４）定期自主検査 

 

名称 

 

整備実施内容 

 

整備後の点検項目 

判 定 備考 

良 否  

本
体
関
係 

1 炉内水管表面の清掃 腐食、割れ、変色等ないこと    

2 上下管寄せ内部点検 腐食、割れ、変色等ないこと    

3 水柱管内部の高圧洗浄 詰まり、腐食等がないこと    

4 戻り水管点検 腐食、割れ、変色等ないこと    

5 耐火材の点検 割れ、亀裂、欠損がないこと    

6 エコノマイザー上部点検口開放点検 

※フィンの腐食がある場合は経過観察

する。 

曲がり、腐食、割れ等がないこと 

 

   

7 外部ケーシングの点検 表面に変色がないこと    

関

係 

1 バーナ取外し、目視点検及び清掃 焼損・変形がないこと    

2 点火栓の清掃及び摩耗点検 摩耗、碍子割れがないこと    

3 焼損・変形がないこと 焼損・変形がないこと    

4 （ｶﾞｽ）ﾊﾞｯﾌﾙ、ﾉｽﾞﾙ、ﾊﾟｲﾛｯﾄの清掃 焼損・変形がないこと    

設置場所 製造者 形式 台数 

機能強化棟（E棟） 川重冷熱工業（株） KF-1000AGE ３台 

RI動物実験施設（Ⅰ期） （株）日本サーモエナー EQS251N ２台 

RI動物実験施設（Ⅱ期） （株）日本サーモエナー EQS-502NM ２台 
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5 火炎検出器の点検、受光面清掃 割れ、変形、汚れがないこと    

6 ﾀﾞﾝﾊﾟｰﾓｰﾀｰ作動確認 スムーズに動き、ガタツキがないこ

と 

   

7 燃料系統のストレーナ掃除 詰まり、変形等ないこと    

8 燃焼確認・調整 ISO 基準「試運転データ表」を使用    

制
御
盤

制

御
系 

1 制御盤内点検 変色、埃の堆積等ないこと    

  各端子緩み状況 配線に触れゆるみがないこと    

  コネクタ接続部の取付確認 差込状況、変色がないこと    

2 インバータ盤 変色、埃の堆積等ないこと    

インバータ端子緩み状況 配線に触れゆるみがないこと    

冷却ファンの清掃及び点検  掃除にて汚れを除くこと    

3 各制御機器の配線確認 接続部の緩み、変色がないこと    

本
体
附
属
品
関
係 

1 安全弁の漏れの有無 漏れがないこと   作 動 テ ス

トを実施 

2 水面計分解整備ｶﾞﾗｽ、ﾊﾟｯｷﾝ交換 腐食、摩耗、詰まり等ないこと    

3 水位電極棒点検・掃除 摩耗、絶縁不良、変形、変色がな

いこと 

   

4 各ストレーナの清掃連続ブロー 詰まりがないこと    

給水 詰まりがないこと    

5 圧力計、導圧管の点検 残針がないこと、詰まりがないこと    

6 給水内管点検 詰まり、腐食がないこと   必要に 応

じ 高 圧 洗

浄実施 

7 圧力ｽｲｯﾁ、ｾﾝｻの点検 変色、変形等がないこと    

 




